
◎会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に

関する法律 
（令和元年一二月一一日法律第七一号）   

一、 提案理由（令和元年一一月一五日・衆議院法務委員会） 

○森国務大臣 会社法の一部を改正する法律案及び会社法の一部を改正する法律の施行

に伴う関係法律の整備等に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 

……………（略）…………… 

 次に、会社の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案につ

きまして、その趣旨を御説明いたします。 

 この法律案は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴い、商業登記法ほか九十の関

係法律に所要の整備等を加えるとともに、所要の経過措置を定めようとするものであり

ます。 

 以上が、両法律案の趣旨でございます。 

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。 

 失礼いたしました。今、会社法の一部を改正する法律と言うところを会社の一部とい

うふうに言ってしまいましたけれども、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係

法律の整備等に関する法律案でございますので、訂正いたします。 

二、 衆議院法務委員長報告（令和元年一一月二六日） 

○松島みどり君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、法務委員会におけ

る審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

……………（略）…………… 

 次に、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案は、

会社法の一部を改正する法律の施行に伴い、商業登記法ほか九十の関係法律の規定の整

備等を行おうとするものであります。 

 両法律案は、去る十一月十二日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、本

委員会に付託され、十五日森まさこ法務大臣から提案理由の説明を聴取し、十九日質疑

に入り、翌二十日参考人から意見を聴取しました。 

 二十二日、両法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・国民・社保・無所

属フォーラム、公明党及び日本維新の会の共同提案により、株主提案権等の濫用的な行

使を制限するための措置に関する改正規定中不当な目的等による議案の提案を制限する

規定の新設に係る部分を削ることを内容とする修正案がそれぞれ提出され、提出者から

趣旨の説明を聴取し、両法律案及び両修正案を一括して質疑を行い、同日質疑を終局い

たしました。 

 次いで、討論を行い、順次採決いたしましたところ、両修正案は全会一致、修正部分

を除く両原案はそれぞれ賛成多数をもって可決され、両法律案はいずれも修正議決すべ

きものと決しました。 



 以上、御報告申し上げます。 

〇委員会修正の提案理由（令和元年一一月二二日） 

○山尾委員 ただいま議題となりました両修正案につきまして、提出者を代表して、そ

の趣旨及び内容の概要を御説明申し上げます。 

 修正の趣旨は、株主提案権等の濫用的な行使を制限するための措置に関する改正規定

中不当な目的等による議案の提案を制限する規定の新設に係る部分を削るものでありま

す。 

 原案におけるこれらの規定は、株主提案権の行使事例の中に権利の濫用に該当すると

思われるものが見られ、裁判例においても人を困惑させる目的等による株主提案権の行

使を権利の濫用と認めるものがあったことなどを踏まえ、このような権利の濫用に該当

し、拒絶することができる場合を明確化することにより、株主総会を全体として活性化

させ、経営者と株主との間又は株主相互間でより充実したコミュニケーションが図られ

るようにする趣旨から提出されたものとのことであります。 

 しかしながら、本委員会における審議においては、民法における権利の濫用の一般法

理との関係を整理すべきであるとの指摘や、当該株主提案が権利の濫用に該当するかど

うかのより明確な規律を検討すべきであるとの指摘等がありました。 

 このような指摘等を踏まえると、株主提案の内容により、これを拒絶することができ

る場合についての規定を設けるか否かを検討するに当たっては、裁判例や株主総会の実

務の集積等を踏まえ、権利の濫用に該当する株主提案権の類型について更に精緻に分析

を深めながら、引き続き検討していくべきものと考えます。 

 以下、両修正案の主な内容について御説明申し上げます。 

……………（略）…………… 

 第二に、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案

に対する修正の概要は、会社法の一部を改正する法律案の修正に伴い、一般社団法人及

び一般財団法人に関する法律、保険業法及び資産の流動化に関する法律の改正規定のう

ち社員提案権等に関し目的等による議案の提案を制限する規定の一部を修正するもので

あります。 

 以上が、両修正案の趣旨及び内容の概要であります。 

 何とぞ、御審議の上、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。 

三、 参議院法務委員長報告（令和元年一二月四日） 

○竹谷とし子君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、法務委員会におけ

る審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

……………（略）…………… 

 次に、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案は、

会社法の一部を改正する法律の施行に伴い、商業登記法その他の関係法律の規定の整備

等を行おうとするものであります。 



 なお、衆議院において、両法律案につき、株主提案権等の濫用的な行使を制限するた

めの措置に関する改正規定中、不当な目的等による議案の提案を制限する規定の新設に

係る部分を削ることを内容とする修正がそれぞれ行われております。 

 委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、参考人から意見を聴取すると

ともに、株式会社の社会における役割、株主提案権を制限することの妥当性、社外取締

役に求められる資質と設置の義務化の意義、会社補償の必要性等について質疑が行われ

ましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して山添委員より両法律

案に反対する旨の意見が述べられました。 

 討論を終局し、順次採決の結果、両法律案はいずれも多数をもって原案どおり可決す

べきものと決定いたしました。 

 以上、御報告申し上げます。 

 


